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水泳授業民間委託の試行実施について 

 
児童生徒にとって、安全でより良い水泳授業の実施方法を検証することを目的と

して、４校（小学校３校、中学校１校）において、令和６年度から水泳授業を近隣
のスイミングスクール等に委託する取組を試行実施します。 

この試行実施の成果と課題を検証し、令和７年度以降の実施校拡大も検討してい
きます。 
 
１ 取組内容・背景 

京都市立の小・中学校では、現在ほぼすべての学校が自校のプールで水泳授業
を行っていますが、老朽化の進行や昨今の猛暑日等の増加による授業中止のリス
ク等が高まる中、より安定した水泳授業の実施方法を検討していくことが必要と
なっています。 

このような課題を解決する方法を検証するため、近隣に受け入れ可能な民間の
スイミングスクールがある学校において、水泳授業の民間委託を試行的に実施し、
成果と課題を検証します。 

 
２ 実施校等 
対象校 実施期間（予定） 移動方法 実施施設 
正親小学校 5 月 17 日（金）～9 月下旬 徒歩 (株)アクトス（星の子スイミングスクール） 
祥豊小学校 5 月 21 日（火）～9 月下旬 バス※ (株)ニュードライバー教習所（スポーツプラザエース） 
新林小学校 5 月 8 日（水）～11 月上旬 バス※ (株 )イトマンスイミングスクール 
中京中学校 6 月中旬～ 徒歩 (株)ＣＯＳＰＡウエルネス（コ・ス・パ二条 24） 
 ※ バスはスイミングスクール所有のバスを利用 
 
３ 授業実施方法 
 （１）指導体制 

・事前に学校と委託先で授業内容や進行の打合せを行い、教員とインストラク
ターが一緒に授業を実施する。インストラクターは主にプール内での専門的
な技術指導・助言を行う。 

・プール監視は委託先の監視員が行う。 
（２）指導時間 

  ・１回あたりの指導時間（入水時間）は６０分を基本とする。 
  ・小学校は各学年６回、中学校は１・２年は６回、３年は５回を基本とする。 
 
４ 取材可能日 

（１）日時 
５月１７日（金）１３時４５分～１４時４５分 

（２）対象校 
正親小学校３・４年生（京都市上京区浄福寺通中立売下る菱丸町 173） 

 （３）取材場所 
     星の子スイミングスクール（京都市上京区中立売下通裏門東入多門町 434 番地）  
 ※取材にあたっては前日１７時までに以下の問合せ先へご連絡ください。 
 ※撮影・インタビューできない児童がいるため、御配慮をお願いします。 
  取材当日、職員に確認いただきますようお願います 
 
５ 問合せ先 
  京都市教育委員会 体育健康教育室 体育担当 

ＴＥＬ 075-708-5322 （担当：倉橋、山口、小泉） 


